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令和６年１１月１日 

事業の種別等の掲示について 

貨物利用運送事業法第２７条及び同法施行規則第２５条の規定に基づき、下記の通り掲示する。  

記 

 

１．事業の種別 

第二種貨物利用運送事業 

２．利用運送に係る運送機関の種類 

航空貨物運送（国内運送に係る宅配便事業） 

 

 

 

） 

３．運賃及び料金 

個人を対象としない為省略 

４．利用運送の区域又は区間  

５．業務の範囲 

国内運送に係る宅配便事業 

６．利用運送約款 

宅配便利用運送約款（国内航空：宅配便） 

以      上 


